
 
 
 
 
  
 
 
 

11 月は秋の火災予防運動が実施されます。今回は、『その油断 火から炎へ 災いへ』を統一標語として、 
11 月 9 日(日)～15日（土）の期間実施されます。今年の重点目標としては、住宅防火対策を中心に挙げられています。

また、東京新宿歌舞伎町のビル火災により改正された消防法に関する特定防火対象物の安全対策の推進と違反是正の

徹底を図ることとされています。 
 
 

（１） 住宅防火対策の推進 
  ア  高齢者等の災害時要援護者の把握とその安全対策に重点を置いた死者発生 

防止対策の推進  
  イ  地域の実情に即した広報の推進と、具体的な対策事例等の情報提供  
  ウ  広範な機会を捉えた住宅防火診断・訪問診断、座談会等の実施  
  エ  地域の実情を踏まえた住宅防火対策推進組織等の整備・充実とモデル事業の推進  
  オ  住宅用火災警報器など住宅用防災機器等の普及促進  
  カ  地域住民を主体とした高齢者・障害者等災害弱者の安全対策の推進  
（２） 放火火災・連続放火火災予防対策の推進 
  ア  放火されない環境づくりの推進  
  イ  放火火災による被害の軽減対策の実施  
（３） 消火器事故防止対策の推進 
  ア  老朽化消火器等の一斉回収  
  イ  住宅に適した消火器等の普及  

 
住宅火災発生防止対策の要点が下記のようにまとめられこの運動期間中積極的に PR されます。 

『  住宅防火 いのちを守る ７つのポイント 〔 ３つの習慣・４つのポイント 〕 』 
 
 
 
 
 
 

   対策の商品例 
 

① 住宅用火災報知器（商品例） ② 防炎製品とは ③ 住宅用消火器（商品例） 
 
煙感知器          熱感知器 
（乾電池式）          （乾電池式） 
￥6,980 円         ￥5,980 円 
 
  
        

  乾電池をセットして天井に取付けるだけで OK です。受

信機も配線工事も不要です。AC100V タイプもあります。 
 
〔関連ニュース〕東京消防庁は、来年度中に、都内のすべて

の一般住宅やマンションに火災警報器を取付けることを条

例で義務づける方針です。また、総務省消防庁も 10 月 22 日、

戸建て住宅に火災警報器設置を義務付けるよう求める中間

報告をまとめ、法制化に向け、年内をめどに具体策を決める

方針です。 

 
 
 
 
 
消防法における「防炎

規制」では、燃えにく

い性質を「防炎性能」

といい、消防法に定め

られた防炎性能基準の

条件を満たしたものを

「防炎物品」と呼んで

います。カーテン、じ

ゅうたんなどでこの基

準に合格しているもの

に表示されています 

住宅用強化液消火器 
      ニューエース 
      ￥9,800 円 
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３つの習慣  
○ 寝たばこは、絶対やめる。  
○ ストーブは、燃えやすいものから 

離れた位置で使用する。 
○ ガスこんろなどのそばを離れる 

ときは、必ず火を消す。 

４つの対策  
① 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。 
② 寝具や衣類からの火災を防ぐために、防炎製品を使用する。 
③ 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。 
④ お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力 

体制をつくる。 

＋ 

住宅で発生する火

災（天ぷら油火災・

寝タバコによる毛

布・ふとん・たたみ

などの火災、電気が

関係する火災）に、

強化液消火薬剤は、

制炎、防炎、冷却、

浸潤作用で、そのど

れにも適応する、す

ぐれた液体系消火

器です。 

『『『そそそののの油油油断断断   火火火かかかららら炎炎炎へへへ   災災災いいいへへへ』』』   
秋の火災予防運動（H15.11.9.～11.15.） 

重重重   点点点   項項項   目目目   



ホテル・旅館の適マーク制度が変わりました。 
（H15.10.から） 

 
 
 
 
 
 
 消防法の改正により、防火対象物定期点検報告制度（消防法令に適合している一定規模以上の特定防火対象物に 
防火セイフティマーク＜「防火優良認定証」又は「防火基準点検済証」＞を表示できる制度）が導入されたことに伴

い、これまで実施されていた「適マーク制度」は、平成１５年９月３０日で廃止されました。従来の適マークの交付

されている旅館・ホテルなどについては、暫定的に３年間適マークを表示でき、「防火対象物定期点検報告制度」の対

象の旅館・ホテル等には、「防火セイフティマーク」、同制度対象外の旅館・ホテル等には、新たに「自主点検報告表

示制度」が導入され「新適マーク」が表示されるようになります。 
今後は、「防火セイフティマーク」・「新適マーク」がホテル・旅館の安心のシンボルとなります。 
 

防火対象物 
平成１５年９月

３０日まで 

平成１５年１０月１日 

～平成１８年９月３０日 

平成１８年１０月

１日～ 
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０６－６７７９－５６２９   〔この紙は再生紙を使用しています〕 

防火対象物点検を

実施しなければな

らないホテル・旅館 

上 記以 外 の ホ テ

ル・旅館で、階数３

以上、収容人員 30

人以上 

適マーク制度

廃止 
暫定適マーク制度 
３年間継続表示できる 

防火対象物点検の実施もしくわ防火優良認定を

受けて、防火セイフティマークを表示 

適マーク制度

廃止 
暫定適マーク制度 
３年間継続表示できる 

防火自主点検を行い、自主点検表示マークを表示 

防火セイフティマーク 

新適マーク 

＝りんごのワックスの正体＝ 
「りんごの表面のワックスが気になる」という方がいらっしゃいま

す。昔、みかんに処理されていたものから連想してりんごも人工的

にワックス処理されている、と思ったことないですか。 
実はりんごのワックスはりんご自身が分泌している自然のものなの

です。全くの無害ですが、ワックスそのものはおいしくありません。

布などで拭うと本当にワックスがけしたようにピカピカになりま

す。樹上でりんごにワックスが出るようになるともう熟したという

印です。ワックスは「りんごの食べごろサイン」だそうです。 
＜秋田県鹿角市のりんご園への旅人からの土産話と写真（H15.10.撮影）＞ 

秋田県鹿角市のりんご園 


